
外国人技能実習機構業務の概況



・主務大臣（法務大臣、厚生労働大臣）
・出入国在留管理庁長官

監事
（２人以内）

（主務大臣が任命）

○技能実習計画の認定
○監理団体の許可に関する調査
○実習実施者の届出の受理
○実習実施者・監理団体に対する報告
徴収、実地検査等
・監理団体（約3,600団体）への実地
検査を年１回実施
・実習実施者（約62,000社）への実地
検査を実施（3年間で全数を網羅）

○技能実習に関する各種報告（監理団体
からの監査報告、技能実習実施困難時
の報告、実習実施者からの実施状況
報告等）の受理

○技能実習生の相談対応・援助・保護
○技能実習に関する調査・研究

所掌事務

事務の委任、
監督

本部事務所 Tel.03-6712-1523（代表）
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X３階

地方事務所

報告

組織形態

○ 認可法人（発起人が設立を発起し、
主務大臣が設立を認可）

指導援助部

国際部

総務部

技能実習部

理事長
（主務大臣が任命）

理事
（３人以内）

（理事長が主務大臣の
認可を受けて任命）

全国１３か所（本所８か所・支所５か所）
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外国人技能実習機構の業務① （監理団体の許可）

監理団体の許可申請監理団体
（事業協同組合等）

団体の体制等を予備審査

外国人技能
実習機構

監理団体の許可主務大臣

○許可基準に適合すること
・監理事業を適正に行う能力を有すること
・外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていること など
○欠格事由に該当しないこと
・一定の前科がないこと ・５年以内に許可取消しを受けていないこと
・５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）へ報告

技能実習計画の認定手続へ
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（法務省データ、
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外国人技能実習機構の業務② （技能実習計画の認定等）

技能実習生の受入れ

外国人技能実習機構

法務大臣
（地方出入国在留管理局長）

技能実習計画の作成実習実施者＋監理団体

技能実習計画の認定申請実習実施者

計画の内容や受入体制の適正性等を審査

○認定基準に適合すること
○欠格事由に該当しないこと

技能実習計画の認定

在留資格認定証明書の交付等

在留資格認定証明書の交付申請等
技能実習生

（監理団体が代理）

計画認定関係 各種件数

〇重要な変更をしようとする場合は、あらか
じめ変更認定を受けることが必要

〇通常の変更の場合（3か月以上の技能実習
期間の変更、宿泊施設の変更等）は技能実
習計画軽微変更届出書の提出が必要
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外国人技能実習機構の業務③ （届出、報告書の受理）

・各種届出、報告書の受理
・技能実習実施困難時届出書を踏まえた助言・援助
・実施状況報告書・事業報告書に基づく技能実習の
実施状況を取りまとめ、公表

・技能実習制度の活用状況のフォローアップ調査

・技能実習実施困難時届出書
・監査報告書
・事業報告書

各種報告

・技能実習開始届
・実施状況報告書

外国人技能実習機構

主務大臣

実習実施者

監理団体

実施状況報告書・事業報告書の主な調査項目

・実習実施者数
・労働時間
・給与の支給、控除
・技能実習生の昇給率
・監理団体数、監理事業所数
・監理事業所ごとの技能実習生数
・技能実習生一人当たりの月額監理費

実習制度の活用状況のフォローアップ調査項目

・技能実習の効果
・技能実習中の問題や課題
・技能実習期間中の課外活動に関する取組
・帰国後実習生に対するアフターケアに
関する取組

・帰国後の就職状況

機構における届出・報告書の活用
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主
務
大
臣
等
に
よ
る
行
政
処
分
等

○技能実習生からの申告や各種情報に基
づき技能実習法違反が疑われるものに
ついて、随時、実施するもの。

定期検査

臨時検査

○監理団体及び実習実施者に対し、技能実習が
法令等に則って実施されているか、訪問により
検査を行うもの。

○検査計画に基づき定期的に実施するもの。
※監理団体は１年に１回、実習実施者は３年
に１回実施することとしている。

・技能実習生の実習状況や帳簿書類等の確認
・技能実習責任者や監理責任者、技能実習生本
人等からヒアリング

・申告や情報提供等の内容について、
重点的に確認し、当事者の主張や事実関係等
を整理

実地検査

外国人技能実習機構で行う範囲（※主務大臣等も実施可能）

○重大・悪質
な法令違反
○同種違反を
繰り返す場
合 等

法
令
違
反
等
あ
り

法
令
違
反
等
な
し

改
善
勧
告
・
改
善
指
導

未
改
善

改
善

完
結
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実地検査件数（うち指導件数）

外国人技能実習機構の業務④ （実地検査）
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

技能実習生の在留者数（人） 274,233 328,360 410,972 378,200 276,123

相談件数（件） 854 2,695 7,452 13,353 23,701

申告件数（件） ０ 90 133 82 104

「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話やメール等で相談対応を実施。
また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応（平日 9:00～17:00）を実施。
さらに、技能実習生に対する各種支援策などについて、SNS（Facebook、Twitter）、「技能実習生手帳
アプリ」により、母国語等で情報を発信（URL：https://www.otit.go.jp/sns/index.html）。

技能実習生であれば、誰でも電話、電子メール、オンライン通話（Zoom)、手紙によって、8か国語での申告・相談
が可能。
※中国語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語

母国語相談の実施日時

７

外国人技能実習機構の業務⑤ （母国語相談）

母国語相談件数の推移

〇賃金・時間外労働等の労働条件に関すること（賃金未払い、過重労働、有休等）
〇管理に関すること（会社からのハラスメント、私生活の不当な制限、居住環境等）
〇途中帰国に関すること（強制帰国、期間満了前の帰国等）
〇その他の制度に関すること（他の在留資格への変更、特定技能制度に関すること、税金等）
〇実習先変更に関すること（３号での実習先変更含む）

令和３年度の母国語相談の主な相談内容
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技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合（注）で、かつ、技能
実習生が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更ができる。
実習先変更に当たって、実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を

尽くしてもなお確保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供するなど
の支援を行う。

外国人技能実習機構の業務⑥ （実習先変更支援）

転籍に関する支援

実習先変更個別支援受理件数

（注）機構が、実習先変更に係る個別支援の「申出」を受理した件数。
このため、機構が日常の業務において、実習生や監理団体等に対して行っている実習先変更に係る助言等の件数、
監理団体等が行った実習先変更支援の件数は含まれない。

○ 「監理団体向け実習先変更支援サイト」を整備（注１）

○ 外国人技能実習機構による個別支援を実施（注２）

技能実習生の希望等に沿って転籍先となり得る監理団体等の情報を提供

（注１）技能実習生の受け入れ先となり得る監理団体の情報について、情報の受付及び提供を行う。
（注２）監理団体等が転籍先を確保する努力を尽くしてもなお確保できない場合に実施される。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度

実習先変更支援件数 20 36 54 49 39

（注）実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為
や対人関係の諸問題等の場合
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監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因し、技能実習生が監理団体や実習実施者
が確保する宿泊施設に宿泊できない、又は宿泊することが相当でない場合には、外国人技能実習機構とし
て一時宿泊先の提供等の支援を行う。

一時宿泊先の提供に関する支援の流れ

○技能実習生による機構（本部又は地方事務所・支所）への相談
・事情等の聴取、確認
・一時宿泊先提供の必要性を判断

○一時宿泊先の提供
・機構は、予め地方事務所・支所が所在する地域の都道府県別に旅館ホテルの団体と協定を締結
・機構は相談を受けた技能実習生に一時宿泊先の提供が必要と判断した場合は、当該協定に基づき、
当該実習生に一時宿泊先を提供

○一時宿泊施設における支援
・技能実習生は提供された宿泊先に一定期間滞在。
・居所と食事の提供を受けながら、新たな実習先の確保等の支援を受ける。（費用は機構が負担）

外国人技能実習機構の業務⑦ （宿泊支援）

宿泊支援、宿泊支援協定締結対象施設

〇 令和３年度末時点で、宿泊支援件数は、117件

○ 宿泊支援協定締結対象施設は、386か所



技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できる
よう、外国人技能実習機構において、監理団体（企業単独型技能実習の場合は実習実施者）からの申請に
基づき、試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑
な反映等につなげていくこととしている。
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外国人技能実習機構の業務⑧ （技能検定等の受検手続支援）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

受検手続
支援人数

98,904 205,060 302,579 265,473 191,558

監理団体等

受検手続支援シート

個人情報の第三者への
提供の同意書

試験実施機関
①支援の申請

⑤閲覧可能

⑥監理団体等から試験実施機関へ直接、受検日の調整・受検申請・受検料の支払い等

④承認

②内容確認・問題点の修正指示等

③修正等

⑦合否結果の入力

受検手続支援サイト
（外国人技能実習機構）

受検手続支援サイトの仕組み

⑧合否結果の
確認



理事⾧

技能実習部

総務部

理事

東京事務所
水戸支所
⾧野支所

大阪事務所

広島事務所

福岡事務所
熊本支所仙台事務所

札幌事務所

高松事務所
松山支所

指導援助部

監事

名古屋事務所
富山支所

総務課

指導課

企画・広報課

援助課

認定課

審査課

所⾧

認定課

指導課

総務課

地方事務所
（１３か所（本所８ヶ所、支所５ヶ所））

○法人の庶務等に関する事項

○監理団体等のデータベース管理に関する事項

○実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査業務に
関する事項

○監理団体の許可に係る調査業務に関する事項

○実習先変更支援や母国語相談等に関する事項

○技能実習計画の認定業務

○監理団体等への実地検査業務

○地方事務所の庶務業務

○技能実習計画の認定に係る業務の運用管理に関する事項

会計課

情報システム課

○法人の会計経理に関する事項

○法人の企画、広報、地方事務所に関する事項

○外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の
収集・管理に関する事項

国際部

監査室

※支所は支所⾧

国際第一課

国際第二課 ○外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の収集・管理
に関する事項（国際第一課の所掌に属するものを除く）

○実習先の変更支援業務

援助課 ※東京・名古屋・大阪・
広島事務所に設置

人事課 ○法人の人事等に関する事項

外国人技能実習機構の組織・体制について
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（参考） 技能実習制度の仕組み

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取
引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ、ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習
実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ、ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制
度が整備されている職種

②対象者 ：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験
及び実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検
が必須）

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能
実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

○技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最⾧5年間）に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約３２万人在留している。

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ、ロ」

①対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一（技能実習
３号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能検定等（３級等）の
実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、
優良であることが認められる
もの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新 ○一旦帰国（１か月以上）

※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内

※令和４年末時点
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令和４年 10 月 3 日   

令和３年度外国人技能実習機構業務統計 概要 

  

 

 

 

 

 

第１ 技能実習計画の認定 

１ 技能実習区分別技能実習計画認定件数（1-1）【図 1-1】 

令和３年度に認定を受けた技能実習計画件数は 171,387 件(令和２年度：256,408 件。

以下、令和２年度の数値を（ ）内に記載。)であった。 

技能実習区分別にその構成をみると、最も多いのが第１号団体監理型技能実習で 42.0％

（35.3％）、次いで第 2 号団体監理型技能実習で 34.5％（52.8％）となっている。 
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図1-1 技能実習区分別 計画認定件数（構成比）

令和2年度 令和3年度

・ 本業務統計は、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの外国人技能実習機構の

業務の状況を集計したものである。 

・ （1-1）等の表記は関連する別添の業務統計個表の番号を指し、【図 1-1】【表 1-1】等は本

概要に掲載している図又は表の番号を指している。 
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２ 年齢・男女別技能実習計画認定件数（1-2）【図 1-2】【図 1-3】 

技能実習生の年齢別（男女計）に構成をみると、20～24 歳の範囲が最も多く 42.2％

（41.6％）、次いで 25～29 歳が 25.0％（24.4％）、30～34 歳が 14.1％（13.6％）とな

っている。 

また、男女別では、男性が 57.8％（57.5％）、女性が 42.2％（42.5％）となっている。 
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図1-2 年齢別 計画認定件数（構成比）
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図1-3 男女別計画認定件数（構成比）
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３ 職種別技能実習計画認定件数（1-4）【図 1-4】 

職種別にみると、職種全体のうち、建設関係の職種が最も多く 20.8％（22.5％）、次いで食品

製造関係の職種が 19.5％（19.0％）、機械・金属関係の職種が 14.9％（14.2％）となってい

る。 

また、移行対象職種・作業以外の取扱職種による技能実習計画の認定を受けた件数の割合は、

全体の 1.8％（2.5％）となっている。  

 

 
※１ その他の職種は、家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、

工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、

リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、ＲＰＦ製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造で

ある。以下同じ。 

※２ 主務大臣が告示で定める職種は、空港グランドハンドリングである。以下同じ。 

※３ 移行対象職種・作業以外の取扱職種は、第２号技能実習又は第３号技能実習を実施でき

ない職種である。以下同じ。 
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４ 国籍・地域別技能実習計画認定件数（1-5）（1-6）【図 1-5】～【図 1-11】 

技能実習生の国籍・地域別に構成をみると、ベトナムが 90,753 件（143,742 件）で 53.0％

(56.1％)と全体の半分を占め、次いで中国の 22,879 件（37,208 件）で 13.3％（14.5％）、

インドネシアの 21,651 件（24,922 件）で 12.6％（9.7％）となっている。 
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図1-5 国籍・地域別 計画認定件数（構成比）
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技能実習計画認定件数の多い上位３か国について、職種別の構成をみると、以下のような結果と

なっている。 
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図1-6 ベトナム
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技能実習計画認定件数の多い上位３職種について、国籍・地域別の構成をみると、以下のよう

な結果となっている。 
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図1-9 建設関係
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図1-11 機械・金属関係
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５ 都道府県別技能実習計画認定件数（1-7）【表 1-1】 

認定を受けた技能実習計画を、技能実習が実施されている事業所の所在する都道府県別の構

成でみると、愛知県が最も多く全体の 9.6％を占めている。 

※ 技能実習を行わせる事業所が複数の都道府県にまたがる場合は、主な事業所の所在地で集計

している。 

 

表 1-1 令和 3 年度 都道府県別計画認定件数（構成比） 

都道府県 構成比  都道府県 構成比  都道府県 構成比 

北海道 3.5%  石川県 1.4%  岡山県 2.5% 

青森県 0.7%  福井県 1.2%  広島県 3.5% 

岩手県 0.8%  山梨県 0.7%  山口県 1.0% 

宮城県 1.2%  長野県 1.7%  徳島県 0.7% 

秋田県 0.3%  岐阜県 3.6%  香川県 1.5% 

山形県 0.6%  静岡県 3.8%  愛媛県 1.7% 

福島県 1.0%  愛知県 9.6%  高知県 0.6% 

茨城県 4.8%  三重県 3.0%  福岡県 3.4% 

栃木県 2.0%  滋賀県 1.5%  佐賀県 0.7% 

群馬県 2.6%  京都府 1.4%  長崎県 0.7% 

埼玉県 5.3%  大阪府 5.2%  熊本県 2.3% 

千葉県 4.6%  兵庫県 3.6%  大分県 1.1% 

東京都 3.7%  奈良県 0.8%  宮崎県 1.1% 

神奈川県 3.8%  和歌山県 0.5%  鹿児島県 1.8% 

新潟県 1.2%  鳥取県 0.4%  沖縄県 0.6% 

富山県 1.8%  島根県 0.4%    
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６ 都道府県別、職種別技能実習計画認定件数（1-8）【表 1-2】 

職種別に、技能実習が実施されている事業所の多い都道府県（上位５都道府県）は、以下の

ような結果となっている。 

 

表 1-2 令和３年度 都道府県別、職種別計画認定件数（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

１ 農 業 関 係 
茨城県 熊本県 千葉県 北海道 鹿児島県 

21.1% 10.8% 6.9% 6.9% 4.6% 

２ 漁 業 関 係  
広島県 北海道 兵庫県 岡山県 千葉県 

32.7% 7.9% 7.6% 7.5% 7.5% 

３ 建 設 関 係 
東京都 埼玉県 愛知県 神奈川県 大阪府 

9.5% 9.0% 8.4% 7.5% 7.1% 

４ 食 品 製 造 関 係 
北海道 埼玉県 愛知県 千葉県 大阪府 

8.1% 6.0% 5.3% 5.2% 4.5% 

５ 繊 維・衣 服 関 係 
岐阜県 愛知県 岡山県 福井県 愛媛県 

9.7% 6.9% 6.5% 6.2% 4.8% 

６ 機 械・金 属 関 係 
愛知県 三重県 大阪府 岐阜県 兵庫県 

14.8% 6.5% 6.4% 6.3% 5.7% 

７ その他 
愛知県 大阪府 埼玉県 岐阜県 広島県 

12.7% 6.2% 5.3% 4.7% 4.6% 

８ 移行対象職種・作業以外の取扱職種  
 愛知県 長野県 群馬県 埼玉県 滋賀県 

20.0% 8.0% 5.3% 5.0% 4.8% 

（注）主務大臣が告示で定める職種の、令和３年度における認定件数は０件である。以下の表にお

いて同じ。 
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７ 都道府県別、国籍・地域別技能実習計画認定件数（1-9）【表 1-3】 

技能実習生の国籍・地域別に、技能実習が実施されている事業所の多い都道府県（上位５都

道府県）は、以下のような結果となっている。 

 

表 1-3 令和３年度 都道府県別、国籍・地域別計画認定件数（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

ベトナム 
愛知県 大阪府 埼玉県 千葉県 兵庫県 

8.9% 6.3% 5.1% 4.3% 4.2% 

中国 
愛知県 茨城県 岐阜県 埼玉県 千葉県 

11.0% 7.5% 6.8% 5.4% 5.0% 

インドネシア 
愛知県 茨城県 埼玉県 静岡県 神奈川県 

7.8% 7.1% 5.6% 4.8% 4.7% 

フィリピン 
愛知県 静岡県 広島県 埼玉県 千葉県 

12.6% 6.5% 5.5% 5.0% 4.6% 

ミャンマー 
愛知県 福岡県 埼玉県 大阪府 北海道 

7.1% 5.4% 5.1% 4.9% 4.5% 

タイ 
愛知県 茨城県 千葉県 埼玉県 三重県 

13.5% 8.8% 7.2% 6.9% 6.3% 

カンボジア 
愛知県 熊本県 茨城県 岐阜県 福岡県 

9.0% 7.3% 6.6% 5.9% 3.8% 

モンゴル 
埼玉県 神奈川県 東京都 愛知県 北海道 

11.0% 10.5% 10.0% 8.9% 7.7% 

その他 
愛知県 埼玉県 千葉県 北海道 新潟県 

24.3% 9.5% 6.4% 5.7% 5.6% 
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８ 国籍・地域別、都道府県別、職種別技能実習計画認定件数（1-10-1）～（1-10-9） 

【表 1-4】～【表 1-6】 

技能実習計画認定件数の多い上位３か国（ベトナム、中国、インドネシア）について、職種別に、技

能実習が実施されている事業所の多い都道府県（上位５都道府県）は、以下のような結果となって

いる。 

 

表 1-4 令和３年度 都道府県別、職種別計画認定件数（ベトナム）（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

１ 農 業 関 係 
茨城県 熊本県 北海道 千葉県 鹿児島県 

14.3% 9.4% 8.6% 7.1% 5.4% 

２ 漁 業 関 係  
広島県 岡山県 北海道 兵庫県 熊本県 

66.6% 18.2% 7.5% 6.8% 0.9% 

３ 建 設 関 係 
大阪府 東京都 埼玉県 愛知県 神奈川県 

9.0% 8.8% 8.7% 7.5% 7.5% 

４ 食 品 製 造 関 係 
北海道 埼玉県 千葉県 大阪府 福岡県 

6.5% 5..6% 4.9% 4.7% 4.4% 

５ 繊 維・衣 服 関 係 
愛知県 岡山県 岐阜県 福井県 広島県 

7.4% 7.1% 5.5% 5.3% 5.3% 

６ 機 械・金 属 関 係 
愛知県 大阪府 兵庫県 岐阜県 三重県 

13.0% 7.8% 7.7% 5.7% 5.3% 

７ その他 
愛知県 大阪府 岐阜県 埼玉県 静岡県 

13.7% 7.0% 4.7% 4.6% 4.5% 

８ 移行対象職種・作業以外の取扱職種  
福岡県 長野県 広島県 滋賀県 愛知県 

10.1% 8.5% 7.3% 7.1% 5.7% 
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表 1-5 令和３年度 都道府県別、職種別計画認定件数（中国）（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

１ 農 業 関 係 
茨城県 北海道 千葉県 愛知県 熊本県 

33.9% 9.5% 7.7% 6.9% 6.1% 

２ 漁 業 関 係  
広島県 岡山県 兵庫県 北海道 宮城県 

59.2% 16.6% 15.9% 4.5% 3.8% 

３ 建 設 関 係 
東京都 千葉県 埼玉県 愛知県 神奈川県 

14.3% 13.4% 13.3% 11.5% 7.2% 

４ 食 品 製 造 関 係 
北海道 愛知県 神奈川県 静岡県 大阪府 

14.8% 8.6% 7.6% 7.1% 5.9% 

５ 繊 維・衣 服 関 係 
岐阜県 岡山県 愛知県 愛媛県 福井県 

17.9% 7.1% 6.6% 5.8% 5.1% 

６ 機 械・金 属 関 係 
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 大阪府 

16.4% 9.1% 7.8% 5.8% 5.1% 

７ その他 
愛知県 埼玉県 大阪府 岐阜県 静岡県 

15.5% 7.7% 7.5% 7.2% 5.0% 

８ 移行対象職種・作業以外の取扱職種  
群馬県 埼玉県 神奈川県 滋賀県 広島県 

23.5% 13.5% 5.9% 5.5% 5.5% 
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表 1-6 令和３年度 都道府県別、職種別計画認定件数（インドネシア）（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

１ 農 業 関 係 
茨城県 熊本県 鹿児島県 千葉県 群馬県 

34.5% 7.4% 6.5% 6.3% 5.7% 

２ 漁 業 関 係  
千葉県 宮崎県 広島県 北海道 高知県 

12.6% 10.5% 10.1% 8.5% 7.6% 

３ 建 設 関 係 
東京都 神奈川県 埼玉県 愛知県 千葉県 

10.1% 9.1% 8.4% 7.0% 5.3% 

４ 食 品 製 造 関 係 
鹿児島県 宮城県 茨城県 三重県 香川県 

9.4% 7.3% 6.1% 5.3% 5.1% 

５ 繊 維・衣 服 関 係 
福井県 富山県 岡山県 愛媛県 三重県 

14.4% 10.4% 9.5% 9.5% 8.1% 

６ 機 械・金 属 関 係 
愛知県 静岡県 三重県 長野県 岡山県 

13.2% 11.8% 6.0% 5.8% 5.1% 

７ その他 
愛知県 埼玉県 茨城県 広島県 神奈川県 

9.6% 7.0% 5.2% 5.2% 4.7% 

８ 移行対象職種・作業以外の取扱職種  
長野県 愛知県 岡山県 三重県 

滋賀・大

分県 

12.3% 10.4% 9.1% 7.4% 7.0% 
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第２ 監理団体の許可 

１ 監理団体許可件数（2-1、2-3） 

令和３年度に新たに許可を受けた監理団体は 277 件（434 件）、有効期間更新許可を受け

た監理団体は 347 件（414 件）となっている。 

なお、監理団体の総数は3,505 件で、そのうち一般監理事業 1,781件、特定監理事業 1,724

件となっている（令和 4 年３月 31 日現在）。 

※ 一般監理事業は第１号団体監理型技能実習から第３号団体監理型技能実習までのすべて

の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業は第１号団体監理型技能実習及

び第２号団体監理型技能実習の技能実習に係る監理事業を行うことができる。 

 

 

２ 職種別監理団体許可件数（2-4）【図 2-1】 

監理団体が許可を受ける際に申請する監理事業対象職種をみると、建設関係が 950 件

（2,019 件）で 51.7％と最も多く、次いでその他が 378 件（584 件）で 20.6％、機械・金属  

関係が 271 件（391 件）で 14.7%となっている。 

 

 

 
  

建設関係
51.7%

機械・金属関係
14.7%

食品製造関係
5.2%

農業関係
4.9%

繊維・衣服関係
2.6%

移行対象職種・作業
以外の取扱職種

0.2%

漁業関係
0.2%

その他
20.6%

図2-1 職種別監理団体許可件数（構成比）
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３  送出国・地域別監理団体許可件数（2-5）【図 2-2】 

監理団体が許可を受ける際に申請する外国の送出機関を送出国・地域別にみると、ベトナムの

180 件（296 件）が 53.3％と最も多く、次いで中国が 54 件（67 件）で 16.0％、ミャンマー26

件（47 件）とインドネシア 26 件（28 件）が 7.7％となっている。 

 

 

 

 

 
  

ベトナム
53.3%

中国
16.0%

ミャンマー
7.7%

インドネシア
7.7%

カンボジア
4.7%

フィリピン
4.7%

タイ
2.1%

モンゴル
1.2%

スリランカ
0.9%

その他
1.8%

図2-2 送出国・地域別監理団体許可件数（構成比）
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４  都道府県別監理団体許可件数（2-6）【図 2-3】 

監理団体許可件数を法人の所在地の都道府県別にみると、愛知県が 38 件（54 件）で

13.7％と最も多く、次いで大阪府が 27 件（51 件）で 9.7％、千葉県 20 件（26 件）と東京都

が 20 件（23 件）で 7.2％となっている。 

 

 

 

 

 
  

愛知県
13.7%

大阪府
9.7%

千葉県
7.2%

東京都
7.2%

福岡県
6.5%

埼玉県
5.8%

兵庫県
5.1%

静岡県
4.3%

神奈川県
3.2%

茨城県
2.9%

広島県
2.9%

その他
31.4%

図2-3 都道府県別監理団体許可件数（構成比）
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第３ 技能実習実施困難時届出 

１ 受入形態別、事由別技能実習実施困難時届出件数（3-1）【図 3-1】 

令和３年度に、認定を受けた技能実習計画どおりに技能実習を行うことができず、技能実習実施

困難時届出があったのは 38,447 件（31,637 件）である。 

届出の事由別にみると、実習生都合 85.1％、実習実施者都合 14.4％、監理団体都合 0.5％

となっている。 

 

 

 

 

 
  

1.6%

0.5%

24.5%

14.4%

74.0%

85.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和2年度

令和3年度

図3-1 事由別 届出件数（構成比）

監理団体都合 実習実施者都合 実習生都合
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第４ 相談・援助 

１ 言語別、相談内容別母国語相談件数（4-1）及び言語別申告件数（4-2）【図 4-1】～【図

4-3】 

令和３年度に母国語相談（技能実習生からの実習や生活上の相談を母国語で受け付けるもの）

に寄せられた相談の件数は 23,701 件（13,353 件）であった。 

言語別にみると、ベトナム語が最も多く 14,460 件（7,085 件）で 61.0％、次いで中国語の

5,793 件（3,988 件）で 24.4％となっている。 

内容は、「管理に関すること」が 3,967 件（3,210 件）、「賃金・時間外労働等の労働条件に

関すること」が 3,877 件（2,291 件）となっている。 

また、令和３年度に申告（実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が技能実習法令

等の規定に違反する事実がある場合において、技能実習生が、その事実を出入国在留管理庁長官

及び厚生労働大臣に申告することをいう。）がなされた件数は 104 件（82 件）であった。 

言語別にみると、ベトナム語が最も多く 58 件（36 件）で 55.8％、次いで中国語が 24 件

（18 件）で 23.1％、インドネシア語が 9 件（5 件）で 8.7%となっている。 
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図4-2 言語別 母国語相談件数（構成比）
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２  職種別、級別受検手続支援件数（延べ人数）（4-4）【図 4-4】 

技能実習生の受検手続支援（実習生が、技能検定等を適切に受検し、次の段階の技能実習

に移行できるよう、試験機関等への申請の取次等を行うもの）について、令和３年度に支援を行った

件数は191,558件（265,473 件）となっており、職種別にみると、そう菜製造業が最も多く9.5％、

次いで耕種農業が 7.4％、とびが 6.7％、溶接が 6.7％となっている。 

 

 

 

 

 
 

  

そう菜製
造業
9.5% 耕種農業

7.4%
とび
6.7%

溶接
6.7%

プラスチック成形
4.3%

婦人子供服製造
3.9%

介護
3.7%

建設機械施工
3.5%

塗装
3.3%

非加熱性水産加工食品製造業
3.3%

その他
47.6%

図4-4 職種別試験実施機関取次件数（構成比）
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３ 実習先変更個別支援受理件数（国籍・地域別内訳、職種別内訳）（4-6）【図 4-5】【図 4-

6】 

令和 3 年度の実習先変更個別支援受理件数は 39 件（49 件）である。 

国籍・地域別にみると、ベトナムが最も多く 26 件（29 件）で 66.7％（59.2％）、次いで中国

の 5 件（5 件）で 12.8％（10.2％）、フィリピンの 3 件（７件）とインドネシアの 3 件（3 件）

で 7.7％となっている。 

また、職種別にみると、繊維・衣服関係が８件（7 件）で 20.5%（14.3％）、農業関係が 7

件（６件、12.3％）と建設関係が 7 件（13 件、26.5％）で 17.9％、その他が 10 件（8 件）

で 25.6％（16.3％）となっている。 

 

 

 
 

 

 

 

59.2%

10.2%
14.3%

6.1% 6.1% 4.1%

66.7%
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図4-5 国籍・地域別内訳（構成比）

令和2年度 令和3年度
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第５ 国際関係（5-1） 

１ 二国間取決め締結状況と送出機関の認定状況 

技能実習生の送出しについては、送出国政府の推薦を受けた送出機関から受け入れることとされ

ている。この点、送出国政府との間において二国間取決めがなされている場合には、送出国政府が送

出機関の認定を行っている。 

同取決めの締結国は令和４年３月末時点で 14 か国（14 か国）となっている。また、送出機関

数については同時点で 1,731 機関（1,581 機関）となっている。 

 

 

第６ 実地検査（6-1）（6-2）（6-3）【図 6-1】～【図 6-4】 

外国人技能実習機構が、令和３年４月から令和 4 年３月までの間に実地検査を行った実習実

施者及び監理団体の数は 28,267（20,671）である。 

このうち、技能実習法違反が認められた実習実施者及び監理団体の数は 10,339（7,847）

（違反割合 36.6％（38.0％））であり、違反件数は 17,234 件（13,053 件）である。 

主な違反の内容は、 

・ 実習実施者については、「実習内容等が計画と相違」（3,968 件（2,383 件））、「届出・報

告等が不適切」（2,614 件（1,374 件）） 

・ 監理団体については、「実習実施者の監理・指導が不適切」（1,566 件（825 件））、「帳簿

書類の作成・備付け、届出等が不適切」（805 件（835 件））である。 

 

12.3%

0.0%

26.5%

14.3%
14.3%

16.3% 16.3%

0.0% 0.0%

17.9%

0.0%

17.9%
15.4% 20.5%

2.6%

25.6%

0.0% 0.0%
0%

10%

20%

30%

農
業
関
係

漁
業
関
係

建
設
関
係

食
品
製
造
関
係

繊
維
・衣
服
関
係

機
械
・金
属
関
係

そ
の
他

主
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

職
種

非
移
行
対
象
職
種

図4-6 職種別内訳（構成比）

令和2年度 令和3年度



23 

 

 

 

 

 

実地検査を実施した実習実施者及び監理団体の数  

 

実習実施者  24,105（17,308） 

監理団体     4,162（ 3,363） 

計          28,267（20,671） 

 

 技能実習法違反が認められた実習実施者及び監理団体の数  

実習実施者   8,283（6,445）（違反割合 34.4％（37.2％）） 

監理団体     2,056（1,402）（違反割合 49.4％（41.7％）） 

計          10,339（7,847）（違反割合 36.6％（38.0％）） 

 

実習実施者及び監理団体において確認された違反の件数（違反条文数） 

実習実施者  13,577（10,361） 

監理団体     3,657（ 2,692） 

計          17,234（13,053） 

 

 

 

 

 

 

 

  

実地検査で技能実習法違反が認められたものについては、改善に向けた指導を行うとともに、改善

状況を確認している。 

また、特に悪質な事案については、法務大臣、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣による行政

処分等（実習実施者については改善命令や認定計画取消し、監理団体については改善命令や許可取消

し等）の対象となる。 

（注）一つの実習実施者又は監理団体について複数の違反が確認される場合があることから、違反が

確認された実習実施者又は監理団体の数と違反件数は一致しない。 

【参考：令和３年度に実施した行政処分等の状況】 

 ◎実習実施者：認定計画取消し 177 者 2,080 件、改善命令 6 者  

 ◎監理団体 ：許可取消し 13 団体、改善命令 10 団体  
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※ 図 6-3、図 6-4 の（ ）内は、違反件数全体に占める割合である。 
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令和３年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」（概要）

本調査は、技能実習を修了し帰国した技能実習生について、帰国後の就職状況、職位の変化、日本で修得し
た技術・技能・知識の活用状況などを把握することにより、技能実習生の帰国後の実態を明らかにし、技能実習
制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料とすることを目的とする。

１．調査趣旨

２．調査対象

３．調査方法

４．有効回答数・回収率

技能実習を修了した技能実習生のうち、令和3年9月１日から令和3年12月31日までの間に帰国（予定を含む
※）した国籍がベトナム、中国、インドネシア、フィリピン及びタイの者。
※帰国予定であったが新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国しておらず、日本で在留資格「特定活動」により在留

中の元技能実習生（以下「帰国予定であった元実習生」という。）を含む。

（１）調査対象者の所属する監理団体及び企業単独型実習実施者に対し、対象人数分の母国語調査票とオンラ
イン調査による回答方法の案内書を送付し、調査対象者への配付を依頼。

（２）調査対象者は帰国後又は実習修了後に調査票に回答し、母国から外国人技能実習機構調査事務局に調査
票を返送、または母国からオンラインにより回答。

（３）回答は無記名、多肢選択方式（一部自由記述欄あり）。

調査対象数 有効回答数 回収率

27,046 7,930
（うち「帰国していない」と回答した者は4,554）

29.3% 1

（別添１）
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24.1%

14.8%

7.5%
6.9%

0.6%

7.6%

2.1%

14.0% 13.3%

10.1%

23.7%

9.9%
8.2% 9.0%

2.1%

12.8%

1.5%

12.5%

15.9%

8.7%

28.2%

19.6%

0.9%

13.0%

1.7%

8.7% 8.4%

5.4%

34.8%

27.9%

0.8%

7.2%

1.5%

16.2% 15.6%

10.6%

28.4%

20.4%

0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

農
業

漁
業

建
設

食
品
製
造

繊
維
・衣
服

機
械
・金
属
製
品
製
造

溶
接

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

そ
の
他

無
回
答
・不
明

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

（※）

（※）

26.7%

28.9%

28.9%

32.8%

29.9%

41.8%

40.5%

35.9%

29.3%

32.9%

29.2%

29.0%

33.6%

37.4%

35.9%

2.4%

1.7%

1.4%

0.5%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

25歳未満

25～29歳

30歳以上

無回答

有効回答者の内訳
回答者の性別

技能実習の職種

「男性」が57.2％、「女性」が42.3％を占めている。

「機械・金属（28.4％） 」 、 「その他（20.4％）」 、「建設（16.2％）」の順で多くなっている。

回答者の年齢

30歳未満が62.8％を占めている。

57.2%

70.2%

58.2%

59.5%

61.0%

42.3%

29.4%

41.5%

39.9%

38.1%

0.5%

0.4%

0.4%

0.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

男性

女性

無回答

※令和元年度以降は「溶接」「プラスチック成形」を「その他」に分類
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73.2%
64.9%

66.2%

57.1%
62.3%

62.1%

53.7%

49.2%

34.6%

14.9%
14.2%

7.1%
1.3%

75.3% 68.5%
68.3% 63.8%

63.0%

62.5%
54.4%

51.0%
35.9%

15.0%
14.0%

6.3%
0.5%

77.1% 65.4%
68.1%

65.3%
64.7%

63.2% 55.4%

51.5% 35.5%

14.7% 10.9%

4.6%
1.6%

76.6% 71.8%

64.3%

64.5%
63.6% 60.4%

52.3%

52.2%

40.3%

17.8%
12.1%

3.6%

1.5%

76.4%
64.0% 60.4%

66.2%

59.3%

61.2% 48.2%
46.4%

31.9%

14.8%
10.7% 3.4%

0.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

修
得
し
た
技
能

日
本
で
の
生
活
経
験

日
本
語
能
力
の
修
得

職
場
の
規
律

仕
事
に
対
す
る
意
識

日
本
で
貯
め
た
お
金

日
本
人
と
の
交
流

職
場
の
安
全
対
策

品
質
管
理
や

生
産
管
理
の
方
法

会
社
の
経
営
方
法

起
業
し
た

昇
進
し
た

そ
の
他
・無
回
答
・不
明

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

※ 複数回答可

96.9%

98.2%

96.0%

95.3%

89.0%

2.4%

1.5%

2.4%

4.4%

6.0%

0.7%

0.3%

1.6%

0.3%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

役に立った

役に立たなかった

無回答

技能実習の効果
技能実習の効果

技能実習期間を通じて学んだことが「帰国後、役に立った」と回答した人は89.0％となっている。

役に立った内容

役に立った具体的な内容は、「修得した技能」が76.4％と最も多く、 「職場の規律」が66.2％ 「日本での生活経験」が64.0％ と続
く。

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を母数から除いている。
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49.9%

19.8%

22.4%

7.8%

48.2%

19.8%

23.6%

8.4%

49.1%

21.5%

21.5%

7.9%

46.2%

15.9%

28.4%

9.6%

42.4%

21.6%

31.2%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

実習と同じ仕事

実習と同種の仕事

実習と異なる仕事

無回答

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

22.0%

13.7%
16.3%

1.7%

29.8%

4.7% 5.3%
6.5%

22.2%
9.1% 15.0%

1.5%

25.3%

4.5%

12.8%

1.5%

4.2%
4.0%

23.5%

7.8%

12.3%

1.5%

21.4%

3.8%

16.9%

0.9%

3.4%

2.8%

5.6%

22.8%

9.9%
18.5%

1.6%

23.9%

7.7%
5.5%

0.4%
2.9%

4.0%

2.9%

16.3%
9.3%

14.4%

1.2%

25.9%

9.0%

4.1%

5.0% 8.2% 6.5%

0%

20%

40%

雇
用
さ
れ
て
働
い
て
い
る

雇
用
さ
れ
て
働
く
こ
と
が

決
ま
っ
て
い
る

起
業
し
て
い
る

進
学
し
て
い
る

仕
事
を
探
し
て
い
る

何
も
し
て
い
な
い

技
能
実
習
３
号
で
戻
る

建
設(

造
船)

特
定
活
動
で

戻
る

特
定
技
能
で
戻
る

そ
の
他

無
回
答

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

（※）

帰国後の就職状況

従事する仕事の内容

「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」または「起業している」と回答した者のうち、従事する仕事の内容が
「実習と同じ仕事（42.4％）」または「実習と同種の仕事（21.6％）」と回答した人は64.0％となっている。

帰国後の就職状況

帰国後の就職状況について「雇用されて働いている（16.3％）」、「雇用されて働くことが決まっている（9.3％）」または「起業している
（14.4％）」と回答した人は40.0％となっている。また、帰国後「仕事を探している」と回答した人は25.9％となっている。なお、職種別の
状況はP９、国籍別の状況はP10、実習区分別はP11のとおりである。

※「技能実習３号で戻る」は平成30年度から選択肢に追加。
「建設（造船）特定活動で戻る」は平成30年度から令和２年度まで選択肢に追加。
「特定技能で戻る」は令和元年度から選択肢に追加。 令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含まない。

（※）

（※）
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66.1%

72.8%

69.8%

58.1%

44.5%

14.1%

10.2%

8.9%

7.5%

10.2%

15.2%

12.5%

16.7%

31.2%

34.9%

4.7%

4.5%

4.6%

3.2%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

全部返還された

一部返還された

全く返還されなかった

無回答

12.3%

13.7%

7.4%

5.0%

4.6%

83.2%

81.5%

87.5%

91.6%

91.3%

4.5%

4.8%

5.0%

3.4%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

保証金等を預けた

保証金等はない

無回答

保証金の有無等

保証金等の返還の有無

「保証金等を預けた」回答者に対し、返還状況について尋ねたところ、「全部返還された」と回答した人は44.5％となっている。

保証金等の提供の有無

送出機関や監理団体に保証金等を預けたか尋ねたところ、「保証金等はない」と回答した人は91.3％となっている。

※保証金等とは、技能実習生本人または親族などから送出機関や監理団体に預ける金品、不動産などを指し、実習生本人が失踪した
場合等にそれら機関に対する保障に充てられるもの。なお、日本への渡航費用などの工面のために行う借金のことではない。

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含む。

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含む。
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75.5%

75.3%

83.2%

81.8%

84.5%

23.0%

23.2%

14.3%

17.5%

14.2%

1.6%

1.5%

2.5%

0.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

困ったことはなかった 困ったことはあった 無回答

4.3%
1.2%

1.3%
0.9%

1.0%

0.3%

0.1%

90.2%

1.8% 0.8% 0.8%

0.6% 0.3%
0.2%

0.2%

97.1%

2.7%
0.9% 0.9%

0.5%
0.7% 0.2% 0.2% 3.5% 2.0%

92.8%

2.6%

0.6%
1.1%

0.9%

0.6%

0.2%

0.3%

2.4% 1.1%

93.8%

1.5%
0.3%

0.8%
0.3%

0.3%
0.1%

0.1% 1.8% 0.4%

96.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

携
帯
電
話
の

使
用
禁
止

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

使
用
禁
止

技
能
実
習
生

の
み
の
外
出
禁
止

日
本
に
い
る
知
り
合

い
の
実
習
生
と
の
交

流
禁
止

パ
ス
ポ
ー
ト
を

取
り
上
げ
ら
れ
た

母
国
語
の
新
聞
を

読
む
こ
と
を
禁
止

預
金
通
帳
を

取
り
上
げ
ら
れ
た

男
女
交
際
の
禁
止

結
婚
、
妊
娠
、
出
産
を

理
由
と
し
て
、
不
利
益

な
扱
い
を
う
け
た

禁
止
事
項
な
し

・無
回
答

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

※ 複数回答可（※）

実習期間（在留）中の問題の有無

実習期間（在留）中の困ったこと

在留中にコミュニケーションの問題以外で困ったことがあったかどうかを尋ねたところ、「困ったことはなかった」と回答した人は84.5
％となっている。「困ったことはあった」と回答した人の具体的な内容は、「家族と離れて寂しかった」が62.1％で最も多い。

実習期間（在留）中の禁止事項

「禁止事項がなかった」との回答（無回答を含む）は96.2％となっている。禁止事項の内容は、「男女交際の禁止」が1.8％で最も多く、
「携帯電話の使用禁止」が1.5％と続く。

※「男女交際の禁止」及び「結婚、妊娠、出産を理由として不利益な扱いをうけた」は令和元年度から選択肢に追加。
※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含む。

（※）

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含む。
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実習期間（在留）中の問題

24.0%

10.7%
13.3%

3.8%

29.3%

2.0%

6.7%

19.3%

13.7%

13.4%

61.7%

5.9%

11.9%

20.5%
2.5%

6.7% 1.0%

26.1%

9.7%

13.0%

3.2%

31.4%

1.8%

3.9%

16.8%
13.3%

14.8%

61.8%

4.5%

9.9%

17.0%

1.8% 8.2%

1.1%

23.0%

13.0%

16.9%

3.6%

30.7%

2.8%

12.3%

13.3% 13.7%

17.6%

63.8%

6.8%

10.7% 15.2%

5.0%
8.3%

2.0%

24.6%

11.4%
27.1%

4.3%

27.7%

2.2%

10.5%
18.8%

12.6%

12.6%

56.3%

8.0%

16.3%

20.9%

2.5%

12.6%

0.9%

27.8% 12.5%

21.3%
4.0%

42.1%

0.8%
7.8%

22.1%

23.0%

9.7%

62.1%

6.0%

12.1%

18.3% 3.9%

10.1%

1.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

仕
事
が
厳
し
い
（き
つ
い
）

仕
事
が
忙
し
す
ぎ
る

仕
事
の
分
担
が
良
く
な
か
っ
た

残
業
が
多
い

残
業
が
少
な
い

日
本
人
か
ら
殴
ら
れ
た
・暴
力
を
ふ
る
わ
れ

た

日
本
人
か
ら
精
神
的
に
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た

賃
金
が
少
な
い

残
業
代
が
少
な
い

有
給
休
暇
を
取
得
で
き
な
い

家
族
と
離
れ
て
寂
し
か
っ
た

人
と
の
交
流
が
な
く
孤
独
で
あ
っ
た

住
居
が
良
く
な
い

家
賃
が
高
い

交
通
ル
ー
ル
や
規
則
が
分
か
ら
な
い

病
気
に
な
っ
た
と
き
に
困
っ
た

無
回
答

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

自由記述欄(その他の意見)

※ 複数回答可

具体的に困ったこと

・会社が実習生のプライベートに関与するのは、やり過ぎだと感じた。
・コロナ禍の影響で、外出ができずストレス発散の機会がなかった。
・源泉徴収と年金の手続き（処理）が難しいので個別に説明やサポートをして欲しかった。
・実習生というだけで、今でも軽蔑する日本人がいることがとても残念。
・日本で生活するには、税金などで引かれる金額が高いと感じた。
・食事などについては、宗教に配慮したことが分かるように表示して提供して欲しかった。
・会社と寮までの距離が遠いなど、公共交通機関が整備されていない地域だったので、生活するのが不便であった。

有効回答をした7,930人のうち、949人から意見があった。上記以外の意見の例は以下のとおり。

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含む。
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帰国後の就職状況（全体）
帰国後の就職状況

帰国後の就職状況について、「雇用されて働いている（16.3％）」「雇用されて働くことが決まっている（9.3％） 」または「起業してい
る（14.4％） 」と回答した人は、 40.0％となっている。
また、「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」または「起業している」と回答した者のうち、従事する仕事の
内容が「実習と同じ仕事（42.4％） 」または「実習と同種の仕事（21.6％） 」と回答した人が64.0％となっている。

16.3%

9.3%

14.4%

1.2%

25.9%

4.1％

5.0%

9.0%

8.2%

6.5%

雇用されて働いている

雇用されて働くことが決まっている

起業している

進学している

仕事を探している

技能実習３号で戻る

建設（造船）特活で戻る

特定技能で日本に戻る

何もしていない

その他

無回答

42.4%

21.6%

31.2%

4.8%

実習と同じ仕事

実習と同種の仕事

実習と異なる仕事

無回答

令和３年度 （令和２年度）

雇用されて働いている 16.3％ （22.8％）

雇用されて働くことが決まっている 9.3％ （9.9％）

起業している 14.4％ （18.5％）

上記３つの合計 40.0％ （51.2％）

進学している 1.2％ （1.6％）

仕事を探している 25.9％ （23.9％）

技能実習３号で戻る 4.1％ （5.5％）

建設（造船）特定活動で戻る 0％ （0.4％）

特定技能で日本に戻る
何もしていない

5.0％ （2.9％）
9.0％ （7.7％）

その他 8.2％ （4.0％）

無回答 6.5％ （2.9％）

令和３年度 （令和２年度）

実習と同じ仕事 42.4％ （46.2％）

実習と同種の仕事 21.6％ （15.9％）

上記２つの合計 64.0％ （62.1％）

実習と異なる仕事 31.2％ （28.4％）

無回答 4.8％ （9.6％）

※令和３年度は「帰国予定であった元実習生」を含まない。



9

帰国後の就職状況（職種別）

農業 漁業 建設 食品製造 繊維・衣服 機械・金属 その他

帰
国
後
の
就
職
状
況

雇用されて働いている 25.8％ 10.0％ 9.8％ 14.8％ 18.7％ 18.5％ 14.5％

雇用されて働くことが
決まっている

5.9％ 8.0％ 8.3％ 9.5％ 10.9％ 10.3％ 9.7％

起業している 14.8％ 10.0％ 14.3％ 12.5％ 5.4％ 13.7％ 19.3％

上記３つの合計（※） 46.5％ 28.0％ 32.4％ 36.8％ 35.0％ 42.5％ 43.5％

進学している 1.3％ 4.0％ 0.8％ 0.8％ 0.4％ 1.7％ 1.3％

仕事を探している 23.7％ 28.0％ 23.5％ 30.6％ 24.1％ 26.8％ 25.0％

技能実習３号で戻る 3.0％ 6.0％ 8.1％ 1.9％ 1.2％ 4.2％ 3.6％

特定技能で日本に戻る 4.7％ 6.0％ 9.0％ 6.4％ 2.3％ 3.6％ 4.3％

何もしていない 6.8％ 6.0％ 8.7％ 10.3％ 7.8％ 8.5％ 10.7％

その他 6.4％ 12.0％ 10.0％ 6.7％ 14.0％ 7.6％ 7.0％

無回答 7.6％ 10.0％ 7.5％ 6.4％ 15.2％ 5.0％ 4.6％

仕
事
の
内
容

実習と同じ仕事 50.0％ 28.6％ 36.6％ 38.6％ 80.0％ 44.2％ 31.9％

実習と同種の仕事 30.0％ 28.6％ 14.5％ 30.3％ 7.8％ 21.7％ 23.0％

上記２つの合計（※） 80.0％ 57.2％ 51.1％ 68.9％ 87.8％ 65.9％ 54.9％

実習と異なる仕事 14.5％ 42.9％ 40.7％ 27.3％ 8.9％ 30.5％ 39.9％

無回答 5.5％ 0％ 8.1％ 3.8％ 3.3％ 3.6％ 5.1％

（※）四捨五入の関係で値が完全に一致しない場合がある。
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帰国後の就職状況（国籍別）

ベトナム 中国 インドネシア フィリピン タイ

帰
国
後
の
就
職
状
況

雇用されて働いている 10.1％ 26.7％ 5.9％ 19.5％ 18.4％

雇用されて働くことが
決まっている

6.1％ 13.8％ 5.9％ 9.5％ 8.1％

起業している 12.4％ 3.4％ 33.1％ 15.3％ 9.0％

上記３つの合計（※） 28.6％ 43.9％ 44.9％ 44.3％ 35.5％

進学している 0.8％ 0.2％ 2.6％ 0.0％ 4.0％

仕事を探している 26.6％ 26.2％ 28.3％ 10.5％ 25.1％

技能実習３号で戻る 5.8％ 0.6％ 4.7％ 15.8％ 5.4％

特定技能で日本に戻る 5.9％ 1.3％ 5.7％ 18.4％ 8.1％

何もしていない 10.6％ 10.9％ 4.2％ 4.2％ 15.2％

その他 8.3％ 12.1％ 5.4％ 1.1％ 4.0％

無回答 13.3％ 4.8％ 4.1％ 5.8％ 2.7％

仕
事
の
内
容

実習と同じ仕事 43.9％ 54.0％ 21.3％ 44.0％ 62.0％

実習と同種の仕事 19.3％ 30.5％ 13.4％ 19.0％ 10.1％

上記２つの合計（※） 63.2％ 84.5％ 34.7％ 63％ 72.1％

実習と異なる仕事 32.1％ 15.0％ 55.6％ 27.4％ 22.8％

無回答 4.7％ 0.6％ 9.7％ 9.5％ 5.1％

（※）四捨五入の関係で値が完全に一致しない場合がある。
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帰国後の就職状況（実習区分別）

１号 ２号 ３号

帰
国
後
の
就
職
状
況

雇用されて働いている 19.0％ 17.6％ 11.2％

雇用されて働くことが
決まっている

10.2％ 9.8％ 8.0％

起業している 10.8％ 14.0％ 15.1％

上記３つの合計（※） 40.0％ 41.4％ 34.3％

進学している 1.8％ 1.2％ 1.2％

仕事を探している 19.9％ 27.6％ 24.1％

技能実習３号で戻る 2.6％ 4.5％ 4.2％

特定技能で日本に戻る 5.0％ 3.4％ 10.4％

何もしていない 10.8％ 8.8％ 9.4％

その他 11.7％ 7.3％ 8.7％

無回答 8.2％ 5.9％ 7.7％

仕
事
の
内
容

実習と同じ仕事 42.3％ 43.1％ 42.9％

実習と同種の仕事 23.4％ 22.9％ 17.1％

上記２つの合計（※） 65.7％ 66.0％ 60.0％

実習と異なる仕事 32.1％ 29.3％ 34.1％

無回答 2.2％ 4.7％ 5.9％

（※）四捨五入の関係で値が完全に一致しない場合がある。
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令和３年度「帰国後技能実習生に対する支援実態等調査」（概要）

１．調査趣旨

３．調査方法

本調査は、技能実習生を受け入れている監理団体及び企業単独型実習実施者（以下「監理団体等」という。）につ
いて、令和２年度に帰国した技能実習生（以下「元実習生」という。）への帰国後の就職状況、就職支援・技能移転に
係る支援の実態や現在、本邦に在留する技能実習生の技能等の修得等の実態を明らかにすることを目的とする。

調査対象数 有効回答数 回収率

3,175 2,936 92.5％

1

（別添２）

２．調査対象

（１）調査対象者に対し、調査票とオンラインによる回答説明書を送付
（２）調査対象者は外国人技能実習機構調査事務局に調査票を返送、またはオンラインにより回答
（３）多肢選択方式及び自由記載

監理団体等

４．有効回答数・回収率
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元実習生の帰国後の送出機関との連携状況
送出機関との連携状況

送出機関のうち、元実習生の帰国後の状況の把握等について、監理団体が「連携できている機関数」は4,531機関で、送出
機関の83.9％となっている。

5,347 
4,837 4,531

1,241 1,076 872

0

2,000

4,000

6,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度

連携できている機関

連携できていない機関

3.0%

21.7%

30.9%

14.5%

6.8%
2.5% 1.9% 1.1% 0.6%

8.5%

3.6%

21.9%

29.4%

14.3%

5.7%
3.2%

2.4% 0.4%
1.3%

16.9%

3.4%

24.2%
30.7%

12.8%

5.9%
3.2%

2.2% 0.6%

0.4%

16.6%

0%

10%

20%

30%

40%

0 1 2~3 4~5 6~7 8~9 10~14 15~19 20以上 空白

令和元年度 令和２年度 令和3年度

連携できている送出機関の状況

監理団体が連携できている送出機関の数について、２～３の機関と回答した監理団体が最も多く、30.7％となっている。
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元実習生の帰国後の就職状況

元実習生の帰国後の就職状況

元実習生の帰国後の就職状況について、「雇用されて働いている（45.7％）」、「起業している（7.0％）」または「雇用されて働くことが
決まっている（6.2％） 」と回答した合計が58.9％となっている。

帰国後の仕事内容

元実習生の従事する仕事の内容が、「技能実習と同じ仕事（42.4％）」または「技能実習と同種の仕事（24.2％）」と回答した合計は
66.6％となっている。
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元実習生の技能移転を進めるための支援（送出機関と連携して行った支援も含む）を行ったと回答した監理団体等が72.8％となっ
ている。

元実習生への帰国後の支援状況

72.8%

76.7%

23.5%

21.2%

3.8%

2.1%

令和３年度

令和２年度

支援を行った

支援をしていない

無回答

元実習生の技能移転を進めるための支援状況

具体的な支援内容

具体的な支援内容は、「日本での技能実習の修了証明、在職証明等の発行」が78.0％と最も多く、「帰国後の就労・起業に関する相
談対応」が37.9％、「帰国後の就職先の案内や推薦」が35.5％と続いている。
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実習期間中の技能実習の進捗状況

実習生の技能実習の進捗状況について

現在、本邦に在留する技能実習生について、「技能実習計画どおりに進んでいる」と回答した監理団体等
は97.3％となっている。

97.3%
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99.0%
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